
患者 9 0 日以内 9 0 日超え

・ 重度の肢体不自由児（者）（脳卒中の後遺症及び認知症を除く）

・ 脊髄損傷等の重度障害者（同上）

・ 重度の意識障害者

・ 筋ジストロフィー患者及び難病患者等

障害者施設等入院基本料（出来高）

※ 90日以降も特定患者に該当しない「特定患者以外の患者」

重度の意識障害者（脳卒中の後遺症）のうち医療区分1・2

療養病棟入院料（包括）

医療区分と配置基準に応じた点数

・ 脳卒中、脳卒中の後遺症

・ 廃用症候群（脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児（者）で

あった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く）

のうち医療区分1・2

人工腎臓等を継続的に行っている慢性腎臓病の患者のうち医療区分2

上記いずれにも該当しない患者
障害者施設等入院基本料

（出来高）

特定患者：包括

特定患者以外の患者：出来高
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